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議第56号 鏡野町附属機関設置条例の制定について R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第57号
附属機関の見直しに伴う関係条例の整理に関す
る条例の制定について

R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第58号
鏡野町子ども・子育て審議会条例の一部改正に
ついて

R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第59号 鏡野町総合文化施設条例の一部改正について R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第60号 鏡野町立図書館条例の一部改正について R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第61号
鏡野町長等の給与に関する条例の一部改正につ
いて

R5.9.6 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第62号
令和４年度鏡野町一般会計及び特別会計歳入歳
出決算の認定について

R5.9.22 原案認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第63号
令和４年度鏡野町国民健康保険病院事業会計決
算の認定について

R5.9.22 原案認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第64号
令和４年度鏡野町水道事業会計決算の認定につ
いて

R5.9.22 原案認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第65号
令和４年度鏡野町下水道事業会計決算の認定に
ついて

R5.9.22 原案認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第66号
公の施設に係る指定管理者の指定について（鏡
野町活性化施設 耕心館、鏡野町ファームビレッ
ジ施設）

R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第67号 令和５年度鏡野町一般会計補正予算（第４号） R5.9.6 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第68号
令和５年度鏡野町水道事業会計補正予算（第１
号）

R5.9.6 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
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議第69号
令和５年度鏡野町下水道事業会計補正予算（第
１号）

R5.9.6 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第70号 令和５年度鏡野町一般会計補正予算（第５号） R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第71号
令和５年度鏡野町国民健康保険特別会計補正予
算（第２号）

R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第72号
令和５年度鏡野町国民健康保険病院事業会計補
正予算(第１号）

R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第73号
工事請負契約の締結について（鏡野町立鶴喜保
育園造成工事）

R5.9.6 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第74号
財産の取得について（鏡野町ごみ収集車購入事
業　ごみ収集車２t積）

R5.9.6 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

議第75号 令和５年度鏡野町一般会計補正予算（第６号） R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

諮問第1号
人権擁護委員の任命につき意見を求めることに
ついて

R5.9.22 適　任 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

発議第9号
鏡野町議会議員の請負の状況の公表に関する条
例の制定について

R5.9.22 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

※賛否表示の説明：提案された議案（請願・陳情含む）に対して賛成の場合は○、反対の場合は×で表示しています。議長が採決する場合

※議長が議案を採決する場合の方法は起立による採決が原則ですが、討論等を通じて出席議員の全員一致による賛成が事前に予想される場

　合には起立によらない「簡易採決」を行います。その場合の賛否表示については、全員○で表示しています。

　は、必ず原案に対して賛成を先に採らなければならない原則があります。

　　　　　　　　　　　　議決年月日・採決結果・議員名

議決年月日 採決結果

　　　　　　　　議　　　案　　　名

※議員定数：１５名（欠員１名）、議長は採決に加わらないため「─」表示にしています。


